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令和５年狛江市教育委員会第１回臨時会会議録

日 時 令和５年３月 31 日（金）10:00～10：40

場 所 ４階特別会議室

出席委員 教育長 柏原 聖子

委 員 佐藤 正志・熊谷 勝仁・小川 敦子・森 昌子

事務局 （議案説明者）

教育部長 上田 智弘 教育部理事(兼)指導室長 松岡 弘悟

学校教育課長 植木 崇晴 教育支援課長 浅見 文恵

社会教育課長 鎌谷 京子

傍 聴 １名

１ 審議事項

２ 報告事項

３ 追加審議事項

（１） 議案第９号

狛江市学校給食費の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（２） 議案第 10号

狛江市特別支援教育学校行事補助金交付要綱の一部を改正する要綱

（３） 議案第 11号

狛江市社会教育関係委員の委嘱及び任命について

－議会報告－

な し

－行政報告－

な し

－事務報告－

（１） 令和５年学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業について（３）

（１） 議案第 12 号

狛江市教育相談室運営要綱の一部を改正する要綱



- 2 -

教育長 ただいまから、令和５年狛江市教育委員会第１回臨時会を開会します。

会議の開会に先立ち、会議録の署名委員の指名を行います。会議録の署名委員

は、「狛江市教育委員会会議規則第 29 条」の規定により、「佐藤委員」を指名しま

す。

それでは、議事日程に従って、議事を進めます。

教育長 付議案件（１）議案第９号「狛江市学校給食費の徴収に関する条例施行規則の

一部を改正する規則」について、審議します。

本件は、狛江市立学校在籍第３子目以降の給食費を無償化するため、所要の改

正を行うものです。詳細は学校教育課長より説明します。

学校教育課長 本件につきましては、多子世帯の経済的負担の軽減を目的として、狛江市立学

校在籍第３子目以降の給食費を無償化するものです。

第４条「学校給食費の額」の第３項において、狛江市立学校に在籍する児童等

が３人以上いる世帯における上から３人目以降の児童等の学校給食費の額は０円

とする旨、規定しています。

なお、本規則は令和５年４月１日から施行することとしています。

教育長 それでは、本件に対する質疑・御意見を伺います。

森委員 多摩 26市における令和５年度予算案での給食費の無償化の状況について、伺い

ます。

学校教育課長 ２月９日時点の情報になりますが、東京都市学事・保健・給食担当課長会にお

いて給食費無償化に関する情報収集を行ったところ、いずれの市も学校給食の無

償化の予定はしていないとのことでした。

森委員 今回、第３子目以降の小中学校給食費を無償化とした経緯を伺います。

学校教育課長 コロナ禍において、出生率の減少、少子化が著しい状況です。少子化対策は、

待ったなしと言われる中で、狛江市にできる効果的な子育て支援策のひとつとし

て、全体の施策の中で、優先度を判断し、財政状況を勘案しながら一部無償化の

実施を決断したものと聞いております。
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森委員 効果的な子育て支援をぜひ今後とも続けていただきたい。

教育長 他に質問等、何かございますか。なければ質疑・意見を打ち切ります。それで

は、お諮りします。

付議案件（１）議案第９号「狛江市学校給食費の徴収に関する条例施行規則の

一部を改正する規則」を了承することでよろしいでしょうか。

＜異議なしの声＞

教育長 それでは、付議案件（１）議案第９号を承認します。

次に、付議案件（２）議案第 10号「狛江市特別支援教育学校行事補助金交付要

綱の一部を改正する要綱」について、審議します。

本件は、狛江市の補助金の見直しに伴い、補助制度の終期を延長するため、所

要の改正を行うものです。詳細は教育支援課長より説明します。

教育支援課長 本件につきましては、補助制度の終期に伴う評価結果に基づき、「継続」となっ

た狛江市特別支援教育学校行事補助金について、補助制度の終期を延長するもの

です。付則において、平成 35年３月 31 日（令和５年３月 31日）限りとしていま

したが、令和 10 年３月 31日まで延長しています。

なお、本要綱は公布の日から施行することとしています。

教育長 それでは、本件に対する質疑・御意見を伺います。

小川委員 特別支援教育学校行事補助金は、補助制度の終期に伴う評価結果に基づき、さ

らに５年間「継続」になったとのことですが、どのような評価結果であったのか、

また補助金の活用状況や効果について教えていただきたい。

教育支援課長 市の補助金は５年ごとに、主管課が補助金評価シートを作成し、財政部局がシ

ートを基に継続性を評価しています。評価内容につきましては、補助金が市の政

策目的に合致しているかどうか、市民の幸せの増進に資するものかどうか、市民

ニーズにあてはまるものかどうか、交付目的を実現するうえで最小の費用で最大

の効果をもたらすものかどうか等となっています。

当該補助金は、通常学級に在籍する特別な配慮が必要な児童及び生徒に対し、
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学校行事への円滑な参加を促し、貴重な体験の場を与える機会を創出するものと

して補助の効果は大きいと評価されました。

また、補助金の活用状況とその効果について、令和２年度と令和３年度は新型

コロナウィルス感染症により学校行事が中止となったため未執行でしたが、今年

度は、中学校１校において、移動教室とスキー教室に生徒が参加する際に人的支

援にかかる費用等を支出しています。

宿泊学習によって、日頃の学校での関わりだけでなく、意図的な共同生活を過

ごすことで、子どもたちがそれぞれの役割を通じ、自主的、自立的、協働的な態

度を培う有意義な学習機会となったものと考えています。

小川委員 特別な配慮が必要な子どもも学校行事に参加できるよう、今後も継続的にサポ

ートしていただきたい。

教育長 他に質問等、何かございますか。なければ質疑・意見を打ち切ります。それで

は、お諮りします。

付議案件（２）議案第 10 号「狛江市特別支援教育学校行事補助金交付要綱の一

部を改正する要綱」を了承することでよろしいでしょうか。

＜異議なしの声＞

教育長 それでは、付議案件（２）議案第10号を承認します。

次に、付議案件（３）議案第11号「狛江市社会教育関係委員の委嘱及び任命に

ついて」、審議します。本件は、社会教育関係委員の任期満了に伴う委員の委嘱及

び任命を行うものです。詳細は社会教育課長より説明します。

社会教育課長 本件は社会教育関係委員の任期が令和５年３月 31 日で満了となることから、新

たに委員の委嘱及び任命をお願いするものです。

狛江市社会教育委員は、社会教育法第 15 条及び狛江市社会教育委員の設置に関

する条例に基づき、委嘱するものです。委員定数は、条例第３条に 10 人以内と規

定され、委員は資料の９人に加え、学校教育関係者１人の計 10人となります。

狛江市スポーツ推進審議会委員は、スポーツ基本法第 31条及び狛江市スポーツ

推進審議会条例に基づき、委嘱するものです。委員定数は、条例第３条に 10人以

内と規定され、委員は資料の８人に加え、学校教育関係者１人、無作為抽出によ
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る市民委員１人の計 10人となります。

狛江市スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第 32 条及び狛江市スポーツ推進委

員の設置に関する規則に基づき、委嘱するものです。委員定数は、規則第３条に

20 人以内と規定され、委員は資料の 12 人となります。

狛江市文化財専門委員は、狛江市文化財保護条例第４条に基づき、委嘱するも

のです。委員定数は、条例第３条第２項に 10人以内と規定され、委員は資料の５

人となります。

狛江市立古民家園運営評議会委員は、狛江市立古民家園条例施行規則第４条の

規定に基づき、委嘱するものです。委員定数は、規則第４条第２項に５人以内と

規定され、委員は資料の４人となります。

狛江市立公民館運営審議会委員は、社会教育法第 30条第１項及び狛江市立公民

館条例第５条第２項に基づき、委嘱するものです。委員定数は、条例第５条第３

項に 10 人以内と規定され、委員は資料の８人に加え、学校教育関係者１人の計９

人となります。

狛江市立図書館協議会委員は、図書館法第 15 条及び狛江市立図書館設置条例第

３条第２項に基づき、任命するものです。委員定数は、条例第３条第３項に 10 人

以内と規定され、委員は資料の９人に加え、学校教育関係者１人の計 10人となり

ます。

なお、全ての委員について、任期は令和５年４月１日から令和７年３月 31日ま

でとなります。学校教育関係者については、校長会又は副校長会で推薦いただい

た後、改めて提案させていただきます。

教育長 それでは、本件に対する質疑・御意見を伺います。なければ、質疑・意見を打

ち切ります。それでは、お諮りします。

付議案件（３）議案第 11 号「狛江市社会教育関係委員の委嘱及び任命について」

を了承することでよろしいでしょうか。

＜異議なしの声＞

教育長 それでは、付議案件（３）議案第11号を承認します。

次に、事務報告を受けます。事務報告１「令和５年学校保健安全法第20条に基

づく臨時休業について（３）」について、報告を求めます。
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学校教育課長 学校保健安全法第 20条に基づく臨時休業について、資料のとおり実施しました。

教育長 それでは、事務報告に対する質疑・御意見を伺います。なければ、これで予定

していた議事は全て終了となりますが、ここで当初予定の議事日程に審議事項を

１件、追加したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

＜異議なしの声＞

教育長 それでは、審議事項を１件、追加いたします。追加付議案件（１）議案第 12 号

「狛江市教育相談室運営要綱の一部を改正する要綱」について、審議します。

本件は、教育相談室の相談時間等について、所用の改正を行うものです。詳細

は教育支援課長より説明します。

教育支援課長 本件につきましては、教育支援センターの教育相談室の相談時間を変更すると

ともに、その他文言修正を行うものです。

第３条第２項において、相談室の相談時間は午前９時から午後６時までと規定

されていましたが、午前９時 30分から午後５時 30分までに変更するものです。

なお、本要綱は令和５年４月１日から施行することとしています。

教育長 それでは、本件に対する質疑・御意見を伺います。なければ質疑・意見を打ち

切ります。それでは、お諮りします。

追加付議案件（１）議案第 12 号「狛江市教育相談室運営要綱の一部を改正する

要綱」を了承することでよろしいでしょうか。

＜異議なしの声＞

教育長 それでは、追加付議案件（１）議案第12号を承認します。他にその他連絡事項

はありますでしょうか。

社会教育課長 まず、慶應義塾大学SFC研究所健康情報コンソーシアムについてです。慶應義塾

大学SFC研究所健康情報コンソーシアムは、産官学連携による健康情報の創成を目

的として、研究教育を推進するためのコンソーシアムです。

現在コンソーシアムでは、「女性」、「骨」、「笑顔」、「食」、「高齢化社会」といっ
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た健康をとりまく対象テーマごとに、「対象テーマ×情報」を組み合わせて、問題

発見・問題解決に取り組むワーキンググループを「チーム」として構成し活動し

ています。令和５年２月20日、狛江市教育委員会もコンソーシアムに加入いたし

ました。今後も加入団体等と連携しながら、取組みを進めて参ります。

次に、旧荒井家住宅主屋の茅葺屋根の葺き替えプロジェクト及び古民家園開園

20周年記念事業の実施結果についてです。令和４年第10回定例会で報告しました、

狛江市立古民家園内にある市指定文化財旧荒井家住宅主屋の茅葺屋根葺き替え工

事について、令和４年11月14日に着工し、令和５年３月16日に完了いたしました。

工事期間中は、建物内等への立ち入りを制限しておりましたが、17日から制限を

解除し、古民家園の通常利用を再開いたしました。なお、工事期間中の12月24日

には、葺き替え工事の見学会を実施し、50人の参加がありました。また、葺き替

え工事の様子をタイムラプスで撮影し、その動画を古民家園のTwitterや市公式動

画チャンネルで公開しています。

なお、茅葺屋根の葺き替え工事と並行して、その経費の一部に充てるため、ふ

るさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを、令和４年11月15日

から令和５年２月12日まで実施し、結果は92件177万8,000円となりました。なお、

ガバメントクラウドファンディングの募集期間後も、令和４年度末までは、こま

え応援寄附金にて用途指定があった場合、寄附を受け付けておりました。

また、３月26日には、葺き替えられた茅葺屋根のお披露目を兼ねて、「みんなの

むいから民家園まつり」と題した開園20周年の記念事業を行いました。この事業

は、古民家園と地域との連携を深め、古民家園のさらなる活用を図るために組織

された、元和泉２・３丁目町会、和泉小学校、狛江第三中学校の関係者等をメン

バーとする実行委員会に委託して実施しました。主屋では、午前10時から記念式

典、午前中にはお囃子、午後には筝曲、能楽の上演を、園庭では、パンやビール

等の出店、子ども向けのアトラクション等を企画してきました。

当日は、残念ながら雨天となりましたが、式典には多くの来賓、来場者を迎え、

滞りなく挙行されました。記念事業については、雨天の影響で一部が中止となり

ましたが、夕方の能楽鑑賞会まで含めて、約500人の方々に来園いただきました。

教育長 その他連絡事項はありますでしょうか。なければ、委員も含め、他に何かあり

ますか。

森委員 私も古民家園まつりの当日の食事作りの手伝いをさせていただきました。今回、
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スタッフの他に狛江市と包括協定を締結している成城学園高等部からは８名、ま

た狛江高校からは２名のボランティアの方々が参加してくださいました。みんな

でかまどで炊いたご飯と、畑で育てた野菜で作った切り干し大根や味噌汁を食べ

てからまつりに臨みました。冷たい雨の中でしたが、若いのボランティアの方々

の力があってからこそ、まつりが成功できたと思います。

佐藤委員 これまで質問してきた部活動の地域連携について、伺います。これまでの取組

みの現状と今後の見通しについて、教えていただきたい。

指導室長 中学校の部活動に関しましては、生徒数の減少により、必要な部員数の確保が

ままならない、或いは部活動に所属しない生徒の増加、また、経験したことのな

い競技の部活動顧問となる教員等の負担や部活動指導による長時間勤務など多く

の課題が指摘されているところです。

本市では、12月に部活動の地域移行検討委員会を設置して、１月31日に第１回

検討委員会を開催しました。第１回委員会では、中学校部活動の現状と課題、地

域移行地域連携に関する概要を、検討委員の方々と共有して、各委員から様々な

視点での意見を聞きました。第２回委員会は３月３日に開催し、休日の部活動の

運営に関すること、指導者や安全面の確保など、地域移行地域連携に関する課題

を整理したところです。第３回は、令和５年度４月に実施し、部活動ガイドライ

ンの見直しや、今後の見通し等について検討していくこととしております。

令和５年度は検討委員会を６回実施する予定としており、これまで学校で培っ

てきた部活動の意義や理念を引き継ぎ、新たな価値も加味しながら、子どもたち

の健全な育成が図れるよう、持続可能な部活動を目指して検討を進めて参りたい

と思っております。

佐藤委員 検討が順調に進められており、来年度から検討委員会で具体的な取組みを検討

していく段階に入ると理解しております。一方では、教員の負担軽減という働き

方改革の課題もあります。両方のバランスを取りながら、中学校でこれまで培っ

てきた部活動の意義を引き継ぎつつ、さらに地域と一緒に取り組んでいくという

意味での発展的な新しい価値を見出すことが重要だと思っております。例えば、

地域活動の一環として部活動を位置づけるという考え方も重要です。そうするこ

とで、狛江の子どもたちは狛江という地域で育っていくという意識が醸成されて

くるだろうと思っております。部活動としての子どもたちの活動が安定的に確保
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されることと、それによって子どもたちが将来にわたって運動習慣が身について

いくことことが大切です。子どもたちが様々なスポーツや文化芸術活動に親しむ

機会を確保することは教育委員会としての大事な役割になっていると思います。

ぜひさらに検討を深めていただきたい。

小川委員 先日、狛江第三小学校の卒業式に参列させていただきました。コロナ禍の影響

もあり、不登校の児童・生徒が増えているという状況の中で、特に不登校対策に

力を入れていると校長先生から伺いました。実際に卒業式では、不登校の児童の

１人がアバターで参加していました。卒業式の臨場感を味わえるように、担任の

先生が最後にアバターの児童が参加しているタブレットを持って退席してくださ

いました。そのおかげで、周りの子どもたちが拍手している花道を通って退席す

るという実際の卒業式の臨場感を味わえたのではないかと思いました。アバター

での参加を、温かく自然に受け止めている子どもたちの姿が素敵でした。今後も

このようなことが自然にできる学校であり続けてほしいと感じた次第です。改め

て、狛江第三小学校で力を入れて取り組んでいる不登校対策について教えていた

だきたい。

指導室長 狛江第三小学校では、一般財団法人の協力を得て、自閉症情緒障害特別支援学

級在籍児童について、アバターを活用した交流学習や、不登校支援の実践研究を

行っております。学ぶ力はあるものの、感覚過敏や自閉症の特性により、集団で

学ぶことに困難があったり、周囲の環境に対してストレスを感じてしまったりす

ることがある児童にとって、画面に顔を出さなくても、アバターが喜怒哀楽を表

現してくれることで、通常のオンラインのリモートより授業や学校行事への参加

意欲が高まっているようです。アバターロボットやメタバースなど、最新のテク

ノロジーを活用した取組みの第一歩であると考えております。

小川委員 不登校対策は仮想空間での登校以外にも、これから更に進化していくと思うの

で、不登校の児童・生徒と学校とのつながりや、学習の機会を確保する方法など、

組織的に不登校対策の強化を図っていただきたい。

熊谷委員 ４月から学校におけるマスクの着用の考え方が見直されると思います。狛江市

の今後の新型コロナウィルス感染症対策の動向について、教えていただきたい。
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指導室長 学校におけるマスク着用の考え方の見直しは、文部科学省と東京都教育委員会

から発出された都立学校の対応を参考に、３月20日付けで、新学期以降の学校に

おけるマスク着用の考え方の見直し等についてという通知を学校に発出したとこ

ろです。児童・生徒及び教職員につきましては、学校教育活動に当たってマスク

の着用を求めないことを基本としております。

儀式的な行事では、参加人数の制限は必要ないこととなりましたが、３つの密

の回避、距離の確保、換気、手洗い等の励行は引き続き実施が求められていると

ころです。国から出されているマニュアルや東京都のガイドラインを参考に、こ

れまでリスクが比較的に高いとされていた学習活動も、対策を図りながら進めて

参りたいと思っております。

熊谷委員 新型コロナウィルス感染症はこれから収束することを期待していますが、学校

現場で引き続き感染状況を注視しながら、ガイドラインを踏まえて実践していた

だきたい。厳しく制限すると、様々な体験学習がおろそかになったり、経験でき

なくなったりしますので、可能な限り各種学習活動が進めれられることを期待し

ています。

教育長 他に何かありますか。なければ、以上をもちまして、令和５年狛江市教育委員

会第１回臨時会を閉会します。


